
第 53 号　平成 22 年 5 月 15 日

２月定例会の
審議結果

（7） 京都市会だより

２月定例会で審議した市長提出議案110件、議員提出議案17件の審議結果は、次のとおりです。
� （○=賛成、×=反対）

自民党=自由民主党京都市会議員団（22人）� 共産党=日本共産党京都市会議員団（19人）
民主･都=民主・都みらい京都市会議員団（14人）� 公明党=公明党京都市会議員団（12人）（　）内は３月１９日現在の議員数

（6）

件　　　　　　　　　　　　名

審議結果
可決した市
長提出議案
の付帯決議
３面参照

⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

会　派　名

自
民
党

共
産
党

民
主
･
都

公
明
党

２２　年　度
予 算 案

特別会計（母子寡婦福祉資金貸付事業、老人保健、地域水道、京北地域水道、特定環境保全公共下水道、中央卸売市場第一市場、農業
集落排水事業、雇用対策事業、土地区画整理事業、土地取得、基金、市公債）、公営企業会計（水道事業、公共下水道事業、高速鉄道事業）

可 　 　 決
一般会計、特別会計（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療、中央卸売市場第二市場・と畜場、駐車場事業）、公営
企業会計（病院事業、自動車運送事業）

２１　年　度
補正予算案

一般会計 ２件、特別会計（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療、地域水道、京北地域水道、特定環境保全公共下水道、土地
取得、基金、市公債）、公営企業会計（病院事業、水道事業） 可 　 　 決
公営企業会計（公共下水道事業）

条 例
制 定 案

動物園整備基金条例、商店街の振興に関する条例、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例
可 　 　 決

地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会条例、子育て支援事業基金条例

条 例
改 正 案

証明等手数料条例、国際親善交流基金条例、移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例、違法駐車等防止条例、林産
物需要拡大センター条例、桂川療護園条例、斎場条例、市立学校授業料等徴収条例、特別会計条例、社会福祉事業基金条例、社会
福祉奨学基金条例、駐車場基金条例、緑化・公園管理基金条例

可 　 　 決
職員定数条例、市税条例、動物園条例、中央卸売市場業務条例、産業技術研究所条例、と畜場条例、保健所運営協議会条例、衛生
関係手数料条例、国民健康保険条例、後期高齢者医療に関する条例、保健所条例、衛生公害研究所条例、教職員の給与等に関する
条例、市立小学校条例、市立中学校条例、保育所条例、児童館及び学童保育所条例

条 例
廃 止 案

伝統産業振興館条例、収入証紙条例
可 　 　 決

病院事業条例、アバンティホール条例、桂川福祉ホーム条例、醍醐和光寮条例

市立看護短期大学条例 否 　 　 決

そ の 他 の
議 案

指定管理者の指定（松尾駅自転車等駐車場）、全国自治宝くじ事務協議会を設ける普通地方公共団体の数の増加及びこれに伴う全国自
治宝くじ事務協議会規約の変更に関する協議、辺地に係る総合整備計画（北区雲ケ畑地域）の策定、包括外部監査契約の締結、崇仁市
営住宅増築工事請負契約の変更、市道路線の認定、市道路線の廃止、損害賠償の額の決定、訴えの提起（裁判上の和解を含む。）（市営
住宅、右京区）、訴えの提起、調停の成立、辺地に係る総合整備計画の変更（左京区花脊北部地域、左京区広河原地域）、訴訟上の和解 可 　 　 決
地方独立行政法人京都市立病院機構定款の制定、市道高速道路２号線（斜久世橋区間）新設工事（道路附属物設置工事）委託契約
の締結、不動産の取得、訴えの提起（裁判上の和解を含む。）（市営住宅、伏見区）2件、経営健全化計画の策定（自動車運送事業、
高速鉄道事業）

固定資産評価審査委員会委員の選任 4件、府公安委員会委員の推薦 同 意

人権擁護委員の推薦 5件 可と認める

議 員 提 出
議 案

市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部改正、「京町家」再生等を可能とする建築基準法の整備に関する意見書、児童
虐待を防止するための親権制限を求める意見書、介護保険制度の改善を求める意見書、若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求め
る意見書、「歩くまち・京都」憲章を積極的に推進する決議 可 　 　 決

[意見書・決議
下欄参照]

国民の政治への信頼回復のため，国会の自浄能力発揮と政治的・道義的責任の追及を求める意見書

幼児教育の無償化と保育サービスの充実を求める意見書、国民健康保険制度の抜本的改革と財政措置の拡充を求める意見書、平成
23年度以降の子ども手当財源の地方負担に対する意見書、民間保育園プール制・新制度の円滑な施行を求める決議

教員免許更新制の存続を求める意見書、新成長戦略とその財政展望の明示を求める意見書

政治への信頼回復に向けた政治資金規正法の改正等を求める意見書

否 　 　 決永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書、選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める意見書

民間保育園プール制・新制度の４月実施見送りを求める決議

※

※　議長を除く出席議員の可否が同数であったため、議長裁決により可決しました。

　

３
月
19
日
の
本
会
議
で
常

任
委
員
会
及
び
市
会
運
営
委

員
会
の
委
員
を
選
任
し
、
本

会
議
後
に
開
会
し
た
合
同
委

員
会
で
正
副
委
員
長
の
互
選

を
行
い
ま
し
た
。
各
委
員
会

の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�

◎
＝
委
員
長 

○
＝
副
委
員
長 

△
＝
理
事

市
会
運
営
委
員
会

　

市
会
内
部
の
連
絡
交
渉
な
ど
の
た

め
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
本
会

議
の
議
事
運
営
を
は
じ
め
会
議
規
則
、

議
長
の
諮
問
事
項
そ
の
他
市
会
の
運

営
に
つ
い
て
協
議
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
６
名
の
理
事
は
、
市
会
運

営
委
員
会
内
に
設
置
し
て
い
る
市
会

改
革
推
進
委
員
会
の
委
員
と
な
り
ま

す
。

　

常
設
の
委
員
会
で
、
条
例
な
ど
の
議
案
や
請
願
・
陳
情
の
審

査
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
が
担
当
す
る

市
の
事
務
に
関
す
る
調
査
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
定
数
15
人
）

◎
△
橋
村　

芳
和
（
自
民
・
伏
見
）

○
△
井
坂　

博
文
（
共
産
・ 

北
）

○
△
隠
塚　
　

功
（
民
主
・
左
京
）

○
△
谷
口　

弘
昌
（
公
明
・
伏
見
）

　

△
加
地　
　

浩
（
自
民
・ 

北
）

　

△
倉
林　

明
子
（
共
産
・
中
京
）

　
　

津
田　

大
三
（
自
民
・
中
京
）

　
　

寺
田　

一
博
（
自
民
・
上
京
）

　
　

山
本　

恵
一
（
自
民
・ 

北
）

　
　

赤
阪　
　

仁
（
共
産
・
伏
見
）

　
　

く
ら
た
共
子
（
共
産
・
上
京
）

　
　

中
野　

洋
一
（
民
主
・
東
山
）

　
　

藤
川　
　

剛
（
民
主
・
山
科
）

　
　

久
保　

勝
信
（
公
明
・
山
科
）

　
　

曽
我　
　

修
（
公
明
・
伏
見
）

常　

任　

委　

員　

会

ま
ち
づ
く
り
消
防
委
員
会

（
定
数
13
人　

欠
員
１
人
）

（
所
管
）

都
市
計
画
局
、
建
設
局

及
び
消
防
局
の
所
管
に

属
す
る
事
項

◎
湯
浅　

光
彦（
公
明
・
右
京
）

○
山
元　

あ
き（
自
民
・
右
京
）

○
岩
橋
ち
よ
み（
共
産
・
右
京
）

　

繁　
　

隆
夫（
自
民
・
伏
見
）

　

津
田　

大
三（
自
民
・
中
京
）

　

橋
村　

芳
和（
自
民
・
伏
見
）

　

倉
林　

明
子（
共
産
・
中
京
） 　

佐
藤　

和
夫（
共
産
・
伏
見
）

　

と
が
し　

豊（
共
産
・
左
京
）

　

宮
本　
　

徹（
民
主
・
右
京
）

　
山
本
ひ
ろ
ふ
み（
民
主
・
伏
見
）

　

井
上　

教
子（
公
明
・
下
京
）

経
済
総
務
委
員
会

（
定
数
13
人
）

（
所
管
）

行
財
政
局
、
総
合
企
画
局
、

産
業
観
光
局
、
会
計
管
理

者
、
選
挙
管
理
委
員
会
、

人
事
委
員
会
及
び
監
査
委

員
の
所
管
に
属
す
る
事
項

並
び
に
他
の
常
任
委
員
会

の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

◎
く
ら
た
共
子（
共
産
・
上
京
）

○
山
本　

恵
一（
自
民
・ 

北
）

○
中
野　

洋
一（
民
主
・
東
山
）

　

井
上
与
一
郎（
自
民
・
右
京
）

　

加
地　
　

浩（
自
民
・ 

北
）

　

中
村
三
之
助（
自
民
・
上
京
）

　

井
坂　

博
文（
共
産
・ 

北
） 　

西
村　

善
美（
共
産
・
右
京
）

　

宮
田
え
り
こ（
共
産
・
山
科
）

　

今
枝　

徳
蔵（
民
主
・
下
京
）

　

隠
塚　
　

功（
民
主
・
左
京
）

　

木
村　
　

力（
公
明
・
中
京
）

　

日
置　

文
章（
公
明
・ 

北
）

く
ら
し
環
境
委
員
会

（
定
数
13
人　

欠
員
１
人
）

（
所
管
）

環
境
政
策
局
及
び
文
化
市
民
局
の

所
管
に
属
す
る
事
項

◎
鈴
木
マ
サ
ホ（
民
主
・
左
京
）

○
下
村
あ
き
ら（
自
民
・
下
京
）

○
津
田　

早
苗（
公
明
・
伏
見
）

　

大
西　
　

均（
自
民
・
左
京
）

　

田
中
セ
ツ
子（
自
民
・ 

南
）

　

富　

き
く
お（
自
民
・
山
科
）

　

佐
野　

春
枝（
共
産
・ 

南 

） 　　

せ
の
お
直
樹（
共
産
・
西
京
）

　

西
野
さ
ち
子（
共
産
・
伏
見
）

　

青
木
よ
し
か（
民
主
・
右
京
）

　
小
林
あ
き
ろ
う（
民
主
・
上
京
）

　

平
山　

賀
一（
公
明
・
西
京
）

教
育
福
祉
委
員
会

（
定
数
13
人
）

（
所
管
）

保
健
福
祉
局
及

び
教
育
委
員
会

の
所
管
に
属
す

る
事
項

◎
内
海　

貴
夫（
自
民
・
東
山
）

○
井
上
け
ん
じ（
共
産
・ 

南
）

○
天
方　

浩
之（
民
主
・
西
京
）

　

田
中　

明
秀（
自
民
・
西
京
）

　

田
中　

英
之（
自
民
・
右
京
）

　

𠮷
井
あ
き
ら（
自
民
・
山
科
）

　

赤
阪　
　

仁（
共
産
・
伏
見
） 　

加
藤　

あ
い（
共
産
・
左
京
）

　

河
合
よ
う
こ（
共
産
・
西
京
）

　

安
孫
子
和
子（
民
主
・
中
京
）

　
山
岸
た
か
ゆ
き（
民
主
・
伏
見
）

　

谷
口　

弘
昌（
公
明
・
伏
見
）

　

𠮷
田　

孝
雄（
公
明
・
上
京
）

交
通
水
道
委
員
会

（
定
数
17
人
）

（
所
管
）

交
通
局
及
び
上
下
水
道

局
の
所
管
に
属
す
る
事

項◎
寺
田　

一
博（
自
民
・
上
京
）

○
樋
口　

英
明（
共
産
・
左
京
）

○
久
保　

勝
信（
公
明
・
山
科
）

　

加
藤　

盛
司（
自
民
・
中
京
）

　

小
林　

正
明（
自
民
・ 

北
）

　

髙
橋
泰
一
朗（
自
民
・
伏
見
）

　

西
村　

義
直（
自
民
・
西
京
）

　

巻
野　
　

渡（
自
民
・
左
京
）

　

北
山
た
だ
お（
共
産
・
山
科
） 　

玉
本
な
る
み（
共
産
・ 

北
）

　

山
中　
　

渡（
共
産
・
下
京
）

　

藤
川　
　

剛（
民
主
・
山
科
）

　

安
井
つ
と
む（
民
主
・
伏
見
）

　

山
本　
　

恵（
民
主
・ 

南 

）

　

柴
田　

章
喜（
公
明
・
左
京
）

　

曽
我　
　

修（
公
明
・
伏
見
）

　

大
道　

義
知（
公
明
・ 

南
）

委員会の新体制！！

と
す
る
こ
と
。

２ 　
子
ど
も
手
当
に
よ
っ
て
目
指
す
国
の
中
長
期
の
ビ

ジ
ョ
ン
と
、財
源
確
保
の
展
望
を
示
す
こ
と
。
そ
の
際
、

納
税
者
の
理
解
を
十
分
に
得
ら
れ
る
内
容
と
す
る
こ

と
。 

３ 　
現
金
給
付
だ
け
で
な
く
、
子
育
て
を
し
や
す
い
環

境
整
備
に
も
配
慮
す
る
こ
と
。 

４ 　
23
年
度
以
降
の
制
度
設
計
で
は
、
国
と
地
方
の
役

割
分
担
の
在
り
方
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国

と
地
方
の
十
分
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
こ
と
。

教
員
免
許
更
新
制
の
存
続
を
求
め
る
意
見
書

　

質
の
高
い
教
員
を
確
保
し
、
国
民
の
負
託
に
こ
た
え

る
教
育
水
準
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
教
員
免

許
更
新
制
を
存
続
す
る
こ
と
。

新
成
長
戦
略
と
そ
の
財
政
展
望
の
明
示
を
求
め
る
意
見
書

１ 　
新
成
長
戦
略
の
肉
付
け
と
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
工
程
表
の
作
成
を
早
期
に
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、

具
体
的
な
政
策
と
財
政
展
望
を
明
確
に
示
す
こ
と
。 

２ 　
今
後
政
策
を
実
現
す
る
上
で
の
財
源
確
保
の
展
望

を
示
す
こ
と
。
そ
の
際
、
消
費
税
も
含
め
た
税
制
改

革
を
議
論
し
、
財
政
健
全
化
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
。 

３ 　
マ
ク
ロ
的
視
点
で
戦
略
を
示
し
、
国
民
が
雇
用
、

社
会
保
障
な
ど
の
将
来
に
対
し
「
安
心
」
を
抱
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

「
歩
く
ま
ち
・
京
都
」
憲
章
を
積
極
的
に
推
進
す
る
決
議

　

本
市
が
本
憲
章
の
積
極
的
な
普
及
啓
発
に
努
め
、
市

民
と
一
体
と
な
っ
て
、「
歩
い
て
楽
し
い
ま
ち
」
の
実
現

に
向
け
た
気
運
を
よ
り
一
層
盛
り
上
げ
、
具
体
化
し
て

い
く
こ
と
を
強
く
求
め
る
と
と
も
に
、
市
会
と
し
て
も
、

強
力
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

民
間
保
育
園
プ
ー
ル
制
・
新
制
度
の
円
滑
な
施
行
を
求

め
る
決
議

　

検
討
委
員
会
の
答
申
を
重
く
受
け
止
め
、
補
助
金
総

額
を
減
ら
す
こ
と
な
く
、
４
月
か
ら
速
や
か
に
新
し
い

プ
ー
ル
制
を
実
施
し
、
詳
細
は
関
係
者
と
十
分
に
検
討
・

協
議
し
、
円
滑
な
施
行
と
共
に
制
度
の
充
実
に
努
め
る

こ
と
。

市
会
が
採
択
し
た
請
願

○
梅
小
路
公
園
の
再
整
備�

（
下
京
区
）

意
見
書
・
決
議
〔
要
旨
〕

　

２
月
定
例
会
で
は
、
意
見
書
10
件
（
い
ず
れ
も
国

へ
の
要
望
）
と
決
議
２
件
を
可
決
し
ま
し
た
。
（
審

議
結
果
は
上
記
参
照
。
全
文
は
市
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
）

　

意
見
書
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
な
ど
、
関

係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

「
京
町
家
」
再
生
等
を
可
能
と
す
る
建
築
基
準
法
の
整
備

に
関
す
る
意
見
書

１ 　
防
火
や
構
造
の
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
京
町
家

等
の
保
存
・
再
生
を
可
能
と
す
る
関
係
規
定
の
整
備

２ 　
増
改
築
等
に
当
た
っ
て
、
京
町
家
等
の
伝
統
的
建

築
物
へ
の
適
用
が
困
難
な
耐
震
、
防
火
等
の
規
定
に

関
し
、
京
町
家
や
細
街
路
の
特
性
を
踏
ま
え
た
柔
軟

な
法
規
制
の
適
用 

３ 　
細
街
路
に
関
し
、
そ
の
道
路
と
し
て
の
機
能
等
を

担
保
し
つ
つ
、
安
全
性
確
保
の
た
め
に
必
要
な
建
築

制
限
を
付
加
で
き
る
制
度
の
創
設

児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
親
権
制
限
を
求
め
る
意

見
書

　

親
権
を
盾
に
取
り
、
そ
の
陰
で
行
わ
れ
て
い
る
児
童

虐
待
に
は
、
新
た
な
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
現
行
の

民
法
に
は
、
親
権
を
全
面
的
に
は
く
奪
す
る
規
定
が
あ

る
が
、
親
子
関
係
の
回
復
が
難
し
く
な
る
な
ど
の
問
題

点
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
法
整
備
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
父
母
の

親
権
の
一
時
停
止
な
ど
弾
力
的
な
親
権
制
限
が
で
き
る

制
度
と
す
る
こ
と
。

国
民
の
政
治
へ
の
信
頼
回
復
の
た
め
、
国
会
の
自
浄
能
力

発
揮
と
政
治
的
・
道
義
的
責
任
の
追
及
を
求
め
る
意
見
書

　

鳩
山
総
理
の
資
金
管
理
団
体
の
偽
装
献
金
事
件
な
ど

「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問
題
で
失
っ
た
国
民
の
政
治
へ
の
信

頼
を
取
り
戻
す
た
め
、
国
会
の
場
で
徹
底
的
に
疑
惑
を

解
明
し
、
政
治
的
・
道
義
的
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
。

介
護
保
険
制
度
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

１ 　
介
護
施
設
の
待
機
者
解
消
の
た
め
、
介
護
３
施
設

を
倍
増
し
、
特
定
施
設
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
３
倍

増
す
る
こ
と
。

２ 　
在
宅
介
護
の
支
援
強
化
の
た
め
、
24
時
間
365
日
訪

問
介
護
サ
ー
ビ
ス
へ
大
幅
な
拡
充
を
行
う
ほ
か
、
レ

ス
パ
イ
ト
（
介
護
者
の
休
息
）
事
業
も
実
施
す
る
こ
と
。

３ 　
要
介
護
認
定
審
査
を
簡
素
化
す
る
な
ど
、
す
ぐ
に

使
え
る
制
度
に
転
換
す
る
こ
と
。

４ 　
介
護
従
事
者
の
待
遇
改
善
に
つ
な
が
る
介
護
報
酬

の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
。

５ 　
保
険
料
抑
制
の
た
め
、
公
費
負
担
割
合
を
５
割
か

ら
当
面
６
割
に
引
き
上
げ
、
２
０
２
５
年
に
は
３
分

の
２
と
す
る
こ
と
。

幼
児
教
育
の
無
償
化
と
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
求
め

る
意
見
書

１ 　
子
育
て
世
帯
の
負
担
を
段
階
的
に
軽
減
す
る
た
め
、

幼
児
教
育
の
無
償
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

２ 　
国
の
責
任
の
下
、
保
育
の
質
の
確
保
に
努
め
、
保

育
所
の
拡
充
等
を
図
り
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が

で
き
る
社
会
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
。

３ 　
待
機
児
童
解
消
に
努
め
る
地
方
自
治
体
の
創
意
工

夫
を
最
大
限
生
か
せ
る
よ
う
支
援
の
在
り
方
を
検
討

す
る
こ
と
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
抜
本
的
改
革
と
財
政
措
置
の
拡

充
を
求
め
る
意
見
書

　

国
の
責
務
と
し
て
被
保
険
者
と
自
治
体
に
こ
れ
以
上

負
担
を
課
さ
な
い
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
べ
き
で
あ

り
、
す
べ
て
の
国
民
が
加
入
す
る
医
療
保
険
制
度
等
へ

の
一
本
化
の
早
期
実
現
と
財
政
措
置
の
大
幅
な
拡
充
を

強
く
求
め
る
。

若
者
の
雇
用
創
出
と
新
卒
者
支
援
の
充
実
を
求
め
る
意

見
書

１ 　
「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交
付
金
」
等
の
基
金
を

更
に
積
み
上
げ
る
こ
と
。

２ 　
「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
」
の
恒
久
化
と
適
用
拡
大

を
図
る
と
と
も
に
、「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用（
試
行
雇
用
）」

の
普
及
や
「
雇
用
付
研
修
体
系
」
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

３ 　
「
就
活
応
援
基
金
」
を
創
設
す
る
な
ど
、
新
卒
者
の

経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
。
ま
た
、
大
学
構
内

に
「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
大
学
出
張
所
」
の
設
置
を
推
進

す
る
こ
と
。

４ 　
中
小
企
業
の
求
人
と
新
卒
者
の
求
職
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
を
解
消
す
る
た
め
、「
政
府
版
中
小
企
業
就
活
応
援

ナ
ビ
」
を
創
設
す
る
こ
と
。

平
成
23
年
度
以
降
の
子
ど
も
手
当
財
源
の
地
方
負
担
に

対
す
る
意
見
書

１ 　
23
年
度
以
降
の
子
ど
も
手
当
は
、
全
額
国
庫
負
担

自
民
＝
自
由
民
主
党
京
都
市
会
議
員
団

共
産
＝
日
本
共
産
党
京
都
市
会
議
員
団

民
主
＝
民
主
・
都
み
ら
い
京
都
市
会
議
員
団

公
明
＝
公
明
党
京
都
市
会
議
員
団


